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金子副部長
	皆さんこんにちは。定刻になりましたので始めます。
本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。本日の司会を担当します事務局の野村と申します。よろしくお願いします。

定足数３１名のところ、本日は２６名の出席をいただきました。規約により過半数の出席で会議を開催することが出来ますので、会議を進めます。

それでは、市を代表し、担当市民生活部塚越部長より挨拶を申し上げます。

お早うございます。大変お忙しい中、ご出席をいただきまして本当にありがとうございます。今、経済が大変厳しい状況にあります。市の新年度当初予算においても、市税の減収が約２４億円という話もあります。こうゆう状況の中で、市としても色々な見直しをやっております。路線バスの見直しを始め、また、デマンドバスという新たな事業を展開するということも考えているところでありますが、本日はよろしくご協議をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。では議事の前に、本日の配布資料を確認をいたします。Ａ４で次第、委員名簿、ホチキス止め資料の３種類を配布致しました。ご確認ください。

次第により議事を進めます。次第の３、会長の選任になります。事務局より説明をお願いします。

皆さん、お早うございます。交通政策課の長岡です。よろしくお願いします。会長の選任についてご審議をお願いします。当協議会の規約中、互選で会長を選ぶことになっております。また、会長が副会長および監査委員を指名することとなっております。

それでは、会長選任に移りたいと思います。選任に当たって、今回の委員の構成ですが、大半の団体等の代表の方やあて職の方が多く、また、前回の会議より時間の経過がありました。さらに、今回の協議会よりタクシー事業所の労働組合の代表の方を参集させていただきました。

選任についてどのようにしたらよろしいでしょうか。お諮りします。

事務局一任

事務局一任という声がありましたが、他にありませんか。よろしいでしょうか。

異議なし

事務局案ということで提案させていただきます。では、太田商工会議所の専務理事の松田委員に会長になっていただきたいと考えております。皆様、ご承認いただけますでしょうか。
「拍手」多数　　承認

では松田会長、前の席に移動してください。それでは、松田会長よりご挨拶をいただきます。

皆さん、お早うございます。只今、会長という重責になりますが、承認されました商工会議所の松田です。いろいろ皆様には、お世話になりますがよろしくお願いします。

規約の５条により、会長から、副会長並びに監査委員２名をご指定をしていただきます。

それでは、指名ということですので、副会長と２名の監査委員の方を指名させていただきますので、よろしくお願いします。副会長には、太田市身体障害者連絡協議会の会長であります増田委員にお願いします。そして監査委員には太田地区会長の空井委員と群馬県ハイヤー協会東毛支部太田会長の石川委員をご指名しますが、皆さんよろしくお願いします。
「拍手」

　松田委員に会長を、増田委員に副会長を、空井委員と石川委員に監査委員をお願いします。

「各委員を紹介」

よろしくお願いします。ありがとうございました。

　次の４番目の協議事項に進みます。協議事項並びに報告事項については会長が議長となりますので、松田会長にお願いします。
　それでは、相談しながら進めて行きたいと思います。よろしくお願いします。最初に３つの協議事項がありますが、１つ目は規約の変更、２つ目が太田市公共交通総合連携計画について、３つ目が太田市路線バスの再編についての３事項がありますが、最初に規約の変更について、事務局から説明をお願いします。

　それでは、（１）の規約の変更について説明します。

　ホチキス止めの資料の１頁から３頁までが現行の規約で、４頁から６頁までは改正案となります。７頁の対照表をご覧いただきたいと思います。

　案ということで説明します。項目は、６つありますが、基本的な考え方として、本協議会の規約の中で道路交通法の案件がありますので、会議の決定するものについての修正と他市の状況を見定めながら規約の改正をしたいと思います。
　内容については、３条の１項については、文字が適当でないため「対応」から「態様」としていただきたい。２つ目については、本来会議を進める中で協議会を開催せず事後報告をして済ませるという内容です。４条第１項については、任期については現行１年だったが、２年に変えていきたいと考えている。長い期間での協議が必要と考えております。内容は役職等で変わらないこととなりますが、改正後の内容に変えたいと考えております。また８条について、決議が2/3以上となっているが、他市の活性化協議会でも1/2となっておりますので、これに直していきたいと考えております

最後については、附則の部分の追加です。本日で承認いただければ本日１８日から施行したいと考えています。

　ありがとうございました。以上の５項目をこのような内容で改正したいということですが、皆さんいかがでしょうか。もしよければ拍手をよろしくお願いします。
「拍手多数」

ありがとうございました。規約の変更を行いました。よろしくお願いします。次の２，３については、これは同じ内容ですので事務局から一緒に説明をしていただきます。よろしくお願いします。

　協議事項２，３について関連がありますので一括で説明します。太田市地域公共交通総合連携計画については、平成２０年６月国の援助を受け太田市の公共交通にあり方の施策を検討し、太田市に合った計画として出来上がったものですが、これを実現するために色々努力して参りましたが、皆様もご存知の様に、世界同時不況から非常に景気が悪くなってきましたが、市においてここ数年税収入が落ち込む予想ですので、来年度は約２０億円落ち込むような状況です。市財政を圧迫しております。これらの中で来年度の予算の国の事業仕分けの様に、太田市に置いても全般的に事業の見直しを行い、遣り繰りしなければならない状況です。現状況で連携計画を実現するには事業費としては約２億円から２億８千万円くらい
必要となり、現在運行している路線バスについても８千万円の赤字経営となっています。連携計画の実施について予算面で、厳しい状況が現状です。

このため担当としても苦渋の選択ですが、総合連携計画の実施はしばらくの間、経済状況の回復を待って、その時期まで、先送りをさせていただきたい。よろしくお願いします。

　また、路線バスの再編については、起終点の変更及び運賃の件ですが、資料６で説明しますが、８頁９頁１０頁及び１１頁です。まず、起終点の変更は、１１頁のＡ３の用紙をご覧ください。これは、駅前の北口の整備をして平面図ですが、図面中心の駐車場のところに、台数は１５台の駐車場となっており、まず図面を訂正します。戻って起終点の変更について、現在、路線バスは南口を起終点になっているが、北口駅前広場の整備が終りました。元々バスの発着点は北口にありましたので北口の整備に伴い南口に移設しました。その観点から元に戻したいため、北口の方を路線バスの発着点として利用したいと考えます。また、運賃及び料金ですが、手元の資料の８頁をご覧ください。現行路線と再編路線の比較がありますが、従前の料金のまま行きたいと考えます。以上簡単な説明ですが、ご審議よろしくお願いします。
　ありがとうございました。２の太田市公共交通総合連携計画ですが、非常に市民の皆さんに利用していただきたいバスにと考えて１１路線にして参りましたが、事務局から説明した様に８，０００万円という大きな赤字ということなので、今は経済が１００年に１度と言われている不況ですので、市が赤字の遣り繰りをしている状況です。是非、この点をご理解していただいて、１１路線を２路線にしたいという考えです。よろしくお願いいたします。今の公共交通総合連携計画について皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ拍手をお願いします。

「拍手多数」

今、話した様に、事務局の説明では、一時停止し将来景気が回復すれば

やって行こうと考えておりますのでよろしくお願いします。もう一つが３つ目の太田市の路線の再編ですが、これも同じようですが、ご理解頂きたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。いかがですか。こうゆう形でよろしいでしょうか。
　今、はっきり分からなかったので質問したいのですが、（２）の連携計画について、説明が分かりづらかったのですが、結局どうするのでしょうか。

延期するということですか。

　今、１１路線を２路線にしていきたいと考えますが。

　それは、３，２の項目で。路線縮小とは別ですが、連携計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、昨年太田市で作成しました。その計画を太田市はどうされるのか？
　それについては事務局から説明してください。
　只今のご質問については、説明が分かりづらかったため申し訳ありません。まず、連携計画は本協議会で協議を重ね太田市が作成させていただきました。連携計画は尊重して参ります。市として計画を進めていきたい。

変更するのではなく、計画は継続したいが、現在の財政状況ではできないため、ご理解いただきたい。
　という説明でしたが、いかがでしょうか。他に質問がありますか。それでは、２と３のところについては、このような形で進めさせていただきますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。議事は以上ですが、続きまして、報告事項に移ります。事務局から報告をお願いします。

報告事項の（１）（２）の太田市路線バスの路線縮少とおうかがい市バスについて説明します。
　状況や経過等について説明したいと考えております。（１）の路線の再編については、今日の市の路線バスは、昭和４０年代、市内３３路線の民間バスがあって市民の足を確保しておりましたが、しかしながら利用者が少ないという理由から、平成８年には、３３路線中３２路線が撤退しました。１路線だけでは、太田駅から熊谷駅までは残りまして、現在朝日自動車様が走っています。この中で平成８年から市民の足の確保を考え、路線バスを何回かのダイヤ改正をしながら現在まで運行している。利用状況は、一時は多い時期があったが、年間約２５万人の時期があったが、現在は、平成２０年度の利用状況には、年間約１１万２千人程になっている。これについては資料の９頁にあります。１日あたり３１８人の利用状況です。このことから往復利用をしていることを想定すると１日あたり約１６０人であると推測されます。太田市の人口約２２万人おりますが、実際１６０人しか乗っていないという悪い状況が続いている。また、費用についても事業規模が１４年間それぞれ異なりますが、最近の平成２０年度では、約８千万円の赤字で事業費約９，４００万円、赤字補填分８千万円を費やしております。８千万円と一日利用１６０人と考えますと割り返すと１人当たり年間約５０万円を掛けて運行しているということです。費用対効果最近の経済情勢により見直しをしなければならない。また、財政面で実行できない連携計画が存在し、現状の中でどうするかという時期になった。
　今回の路線バスの見直しについて、８頁をご覧ください。まず、基本的な考え方は路線バスを削減して（２）にあるデマンド方式の「おうかがい市バス」を始めたい。自宅まで迎えに行って目的地まで送るという方法により一つの対応策を考えた。バス路線の改善策については、対応策として抜本的な改善が見当たらない。市はバス路線を縮少しながらこの代替事業でデマンドバス運行を試行したいと考えます。
　路線バスの再編について説明します。８頁をご覧ください。

　概要ですが、現在１１路瀬で運行している。利用については９頁をご覧ください。利用者数の多い新田線です。訂正があります。適応欄については（尾）は（新）に、（新）は（尾）に訂正お願いします。この中で１１路線の中で利用者数が多い新田線で約年間３万人が利用しており、尾島線については約２万人が利用し、他の９路線については利用者が少なく、この２路線のみを残し他の路線は廃止したい、今回止む無く判断しました。
　経路についても変更します。起点は太田駅南口から同北口に代え新田線については、新田暁高校までとしたい。その先の新田暁高校以遠については、境トレセンまでの間は廃止したい。また、尾島線については、太田駅北口から尾島歴史公園を終点とし、迂回路線については廃止したい。通過運行をしていきたい。また、再編時期は４月から進めたいと考えております。運行日については、土日祝日、年末年始については運休したい。
　路線の概要については１０頁をご覧いただきたい。補足ですが、図面の中程の駐車場は１５台駐車出来、路線の点線の表示の部分については、直線運行ということで変えていきたい。新田線においても点線の部分は廃止していきたい。ジョイフルホンダの迂回については、また、伊勢崎市への乗り入れについては廃止したい。太田女子高や太田病院の市街地の一方通行の部分についても同様にしていきたい。

　バスを廃止すると利用者の足が無くなるため、おうかがい市バスの実施について説明します。資料の中の１４頁をご覧ください。足の確保はこの事業で必ず利用出来、全てカバー出来るかは難しいが、出来るだけの
ことを展開する。またタクシー事業の人とか関係者が出席していただいているが、各業者の棲み分けも充分考えた積りですが、出来るだけ事業者

の方には影響が掛からない様に考えた積りです。検討した１２頁の趣旨ですが、高齢者を始めとした交通弱者で市民の方を対象に市内及び市外の医療機関また市内の商店や最寄りの駅を目的地に限定しました。送迎サービスを提供し交通不便の解消を図り、住み良い街にしていきたい。
事業活動でありますが、送迎方法としては、まず登録をして、登録に基づき事前予約をしていただき、自宅から目的地まで用が済めば乗合自動車で運行します。運行距離と回数ですが、距離については、片道２０ｋｍまでを１回とし、越える３０ｋｍまでは２回としたい。医療機関として、通院関係については市内には限らないサービスを図っていきたい。
　回数カウントについては、４番にあります。年間５０回を限度としていきたい。１週間に１回程度で年５２週ありますので５０回を設定しました。

　運行日時ですが、月曜日から金曜日とし、時間は午前９時から午後４時までとしたい。なお、土日祝日は運休としたい。考え方として土日等は家族の日として、友人家族の協力をお願いしたいと考えております。送迎の申し込みですが、登録した後、登録番号により電話等により、１週間前から前日まで申し込みをしていただきたい。なお、利用登録ですが、対象者を誰でも利用するのではなく利用者の限定をしていきたいと考えています。

　（２）に記載してありますが、市に住民登録をしている７５歳以上の交通弱者の方その中で介護保険や福祉有償運送利用者は除く方々を対象として、制限をさせていただきました。また、障がい者の方々、身体障害者1,2級、療育手帳A判定、精神障害保健福祉手帳１級の方も対象に含みます。
　介護保険利用者の方はそれらを利用していただき、また市長が特に認めた者としては、自力では動けない移動手段のない市民の方がおります。良く審査し登録したいと考えます。このような制限をしながら利用者の登録は申請書に基づき対象内容を精査し申し込みをするシステムで

す。
また利用運賃については無料と考えております。この無料の考え方は、当課では駐車場及び駐輪場の管理もしており、この中で収益が４千万から５千万あり、交通強者が交通施設を利用した売上げを交通弱者のために使用していく考え方ですので、無料と考えております。13頁をご覧いただきたいと思います。こちらは、運行体制で車両については１ボックス車６台と乗用車４台の公用車の１０台で事業を進めたいと考えます。
　事業費は、経費の削減と申しておりますが、２年間は県の緊急雇用創出事業で10/10の補助を頂き、運営費及び人件費等を認めていただきました。約２４００万円を見込み、交通弱者を取り込めると考えております。１４頁にありますのでご覧いただきたいと考えております。なお市民周知は、３月１日広報に掲載していきたいと考えます。
デマンド運行については、委員さんからご意見があると思いますが、検討しながらやらせていただきたくよろしくお願いします。

　ありがとうございました。報告事項が２つありましたが、１つ目は路線バスの路線の縮小、１１路線を２路線にする。２つ目は「おうかがい市バス」の実施についてでした。これについては試行という形で県の緊急雇用創出事業があり、10/10で１００％いただけるということで、雇用の創出になる。このような経済状況の厳しい中で、市長がいつも云っていて、「今年は非常に厳しく２０億円以上税収が減なんだ」という話をしている。このような話の中で市として試行させていただければありがたい。ご理解を
お願いします。これについてはご意見がありますか。

　話を聞いて、交通弱者にとっても素晴らしい計画だと思います。ただ、無料というところは少し引っかかる。まあ、確かに無料に越したことは無いが、県の緊急雇用創出事業の補助金を１００％いただくという援助もある訳ですが、今現在、近所の方の中には、A事業所というタクシーとは異なりますが、利用している方が沢山いるがそれは無料ではなく有料です。それとの関係があるのでは。無料というと、それらを利用してきた人達が、安いということで市の「おうかがい市バス」の方に乗り換えるというか、どの位移動するのか分かりません。けれども、その辺が私は心配というかどうなるのかということ。それにこれからは、ますます高齢者が増えてきます。現在は車で何とか移動しているけれども、何年か先は車も手放すということも考えなくてはならない。私自身もそうだけれど、高齢者が増えるということは、ある程度市バスの利用者が増えてくることも考えなければなりません。まあ１００円でもいくでも取った方が良いのではないかが頭にあります。
　大変ありがとうございました。実は、これから色々と協議させていただくことになるが、そういう意見もあるかと思います。同じ事業者の方もいると思う。とりあえず、市として試行という事で進めさせていただき、その結果を見て、大きな影響はそのA事業者が出た場合には、どうしようかということを考えまた皆さんに集まっていただいて、協議しようかと考えております。とりあえずスタートさせていただいてその様子を見ながらやっていただきたいと考えております。是非お願い出来ないかと思います。

すみません。ちょっと先ほどの方と重複するが、前橋のふるさとバスデマンドがるが、１回の乗降につき大人２００円中学生以下１００円となっている。
ありがとうございました。他にありますか。

課長が公務のため、バス担当の小野山ですが、代理出席させていただきました。今回「おうかがい市バス」の縮小について、案として提示させていただきまして公共交通政策の担当として事業計画の内容を検討したが、やはり一般論として高齢者の一部とか障がい者の一部とか交通弱者の方に利用者を限定する輸送サービスの形をとるのは、誰でも利用出来るという公共交通の大原則から大分異なるものかという考えである。その観点から利用者が少ないという説明があったが、少ないと言えども一定の利用者がいる路線も含めて１１路線中９路線を一挙に廃止することによって太田市民の皆様や太田市に来訪される外部からの皆様に対する影響を考えなければならない点があります。また見直しについては、中々改善策が見当たらないという説明がありましたが、やはり、公共交通は継続性ということが一つの大きな柱でもありますので、本来的な部分として、まず、現状に何か問題がある場合には、路線を見直すとかダイヤを見直すとか、あるいは赤字が非常に深刻であることであれば、経費の構造を見直すこと等、つまり現状を少しずつ事業を見直す。混乱の無い様な形で進めることから始めるべきであると思います。市の諸事情から、止むを得ないと判断せざるを得ないと考える。
最後に新たな「おうかがい市バス」の詳細はともかくとして無料の運行ということで、今の中川委員からの意見がありましたが、道路運送法の適用を受けないという形で運用できるが、この点についても、県として運行管理体制とか、特にデマンドでルートを決めていないため、市内のどこでも走れるので、交通安全の面から心配は非常に多いと思われるので、これから運行される当局の皆様に運行管理体制や安全確保ということについて充分留意していただきたいと考えます。

ありがとうございました。充分気をつけて実施していきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたい。

事務局から、只今の質問についてお話したいと考えます。中川委員から無料の指摘や県の小野山委員から無料についてのご意見がありました。頂戴した課題があると思いますが市としては、そのことも含めて検討した上の計画で、また、先ほどの公共バスというのは誰でも乗れるというのが基本ですが、担当としても充分承知しておりますが、やり方が現在路線バスとの補填の事業で交通政策課の方でこれの事業実施を含めて再編するものですが、福祉的な要素が強いデマンド運送ですが、公共交通の位置付けとして行う中では、非常に疑問であると考えております。料金についても実施させていただきまして、その中で充分検証していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いします。

　ありがとうございました。それでは、本日に議題と報告事項につきまして全て終了いたしました。

　報告事項ということで新年度から始めるということですが、この計画のとおり、実施する訳ですか？
事務局から説明いたします。

　この事業実施については、この内容で実施していきたいのでよろしくお願いします。

説明では、不況の影響で太田市においても大変財政が苦しいという話でしたが、私たちタクシー協会も不況の影響を直接受けており仕事が激減している中で、無料のデマンドバスを運行することは、官が民を圧迫するような実際に仕事を取られるというか大分影響が出ると感じている。実際に

利用者がそれぞれどれくらい移動できるのかですが３０ｋｍというと前橋まで運行する訳ですか？どうして太田市内限定という訳にはいかないのか。そんなに長距離にしなくてもよいのではないか。その点が疑問なのですが。

　では、事務局から説明をお願いします。
　お答えしたいと思います。３０ｋｍの規定しましたのは、まず、医療機関の通院状況が市内だけではなく近隣市町から遠い所は群大病院まで通院しているのが現状です。この中で本来医療機関への足の確保を行いたいと考えております。その関係から３０ｋｍを設定しました。また、質問の中でどの位の対象者がいるのかということについて、７５歳以上の市民について１８，０００人位おりまして、この内免許保有率を考えますと４５％の方が免許を持っております。この内残りの方々で対象者を交通弱者に位置付け、簡単には自力で移動できない方、交通手段を持たない方等になるともいますが、この方々については、多分６５歳以上の障がい者の方を含め推定すると、約１万人位いるのではないかと考えております。この中でデマンド車両は、１ボックスが６台１０人乗りで、加え乗用車３人乗りを加え、１日最高で効率的に運行しても１７０人位が限度でこのデマンド事業は「おうかがい市バス」という名称で運行しますが、事前予約制でタクシーとは異なり、３０分から１時間位待つ状況も考えていただきたく、時間通りには来ないという事業です。タクシー事業者様から仕事に影響があるのでは無かろうかということですが、重ねて申し訳ありませんが、影響の少ない様に考えておりますが、運行実施させていただきながら、検討していきたいと考えております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。他にありませんか。
　群馬運輸支局の日置と申します。今回、太田市から個別のこの事業について説明していただきたいが、事業背景等においては説明をしていただいた範囲内で理解している積りですが、ただし、今回このような形で、太田市のこの事業所謂コミュニティバスがほぼ半減し、輸送人数１１万人中５万人の利用者の部分を残して半分以上が撤退するようなことについては、非常に残念な結果だろうと思っております。今後利用者の代表の方がいらっしゃいますが、市が市民の方に公表したときにさまざまなご意見が寄せられますが、出来る範囲で新たなニーズに対して先を見据えた形で、太田市が５年後１０年後の交通政策をどう建てていくのか。その辺りを明確にしてそのときには支局の所掌する法律に関係する部分については助言等させていただきたい。また、利用者の代表の方から、「おうかがい市バス」のデマンドに関して無償運行することで、疑義があり、また、ハイヤー協会の石川委員の方から利用が現在非常に苦しい状況になっていて、デマンドに流れるのではないかというご意見に対して、長岡課長の方からそうゆう疑義は少ないという説明があったかと思いますが、まず、市民側から見てやはり市がこういったSTSという輸送サービスをすれば、市民はそれを無償で利用したというのが常ではないかと思います。ですから、市の方でどの程度ニーズがあるのか掌握されているのか分かりませんが、まず、利用者は市の方に委託してそれから漏れた方、緊急性のある方を止むを得ずハイヤーを利用するという事態が当然生れる。こうゆうサービスをするに当たって受益者から負担を求めるというのが、当然の考え方ではないでしょうか。市は財政が苦しいという説明で路線バスを走らせるのであれば、新たなデマンドについても恒常的な維持をしていこうという考えであれば、当然受益者から負担を設けるそのためには、しかるべき地域関係者の合意の上で導入していく、それが無いと今あるタクシーが行っている介護タクシーや福祉タクシーの取り組みそれから運営協議会、太田市も参画されている福祉有償運送の利用者そういった方々の影響、それから地域のネットワークを考えるとその中での棲み分けを考えると非常に不統一というか不統合という形で導入していく危惧がある。そのことを念頭に再度修正ができるのであれば是非そういった部分も考えて進めていただきたいと思います。私からは以上です。
　ありがとうございました。まあ委員の皆様から色々なご意見があると思います。その中で今回このような形で試行させていただければ、ありがたいと考えます。これにつきましては、市の方でももう一度何ヶ月たって半年実施してその結果を皆さんに報告しながらバスそれからA事業者の皆様の方に色々影響はどうだろうかと聞きながら次計画をしていただきたいと、是非このような形でさせていただければありがたいと思っております。
　折角の会合なので、利用者の資料の中で７５歳以上という交通弱者で下に介護や福祉の利用者は除くという言葉がありますが、少し考え方を教えていただきたいのですが、福祉有償運送は、市の介護サービス課も携わっていることだと思いますが、ご存知かどうかわかりませんが、福祉有償運送の旅客の範囲となるのは、要介護とか要支援の認定を受けている方、この「おうかがい市バス」を重複するのですが、障がい者の方々とか、そういった方々が旅客の対象となっております。で、福祉有償運送は言葉どおり有償つまりお金を取って輸送するものです。
　福祉有償運送の旅客の方々がより支援を必要とする方なのかと要介護とか要支援とか認定を受けている方なのでこちらの方については、７５歳以上の交通弱者の方ということで、車がないとか免許返納しているとか、そういった方なのですが、福祉有償運送はタクシーとかは単独では利用出来ないより支援を必要とする方になっている。でそうゆう方々が引き続きお金をとる、要は「おうかがい市バス」を利用出来ないということなのですが。
　何を聞きたいかというと、より支援を受ける人はお金を取って単なる交通弱者の方は無償でやりますよと云うとどうも考え方が理解出来ないかなと考えております。そこの整理を聞かせていただければと考えております。

　事務局から説明をお願いします。

誠に申し訳ありません。東京で会議がありますので、申し訳ありません。色々とみなさんのご意見を聞かせていただいて進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

（松田会長都合により退席）
会長退席ですので、議長を増田副会長に交代します。

これも大切な問題ですので、時間も限られておりますが新たに集まって頂くのも大変だから時間を設けて、ある程度方向性を出せればと考えます。今のご意見ご質問に対して事務局の方で議論を踏まえて方向性を出していただきたいと思います。

運輸支局から質問があった点を説明したいと思います。福祉有償運送とNPO法人がやっている輸送がありますが、この議題については担当としましても、福祉サイドと協議し課題となっております。片方では有料で一方は無料ということですが、その中で乗換えてしまうのではないかということも会議では出ました。この中で当然デマンド車両自体、車イス等介護が必要な部分のものは、実際は受けられないのが現状です。そちらとの棲み分けは出来るかと思いますが、グレーゾーンというかそういった人たちの中で本来の福祉制度の中でのデマンドが棲み分けが非常に難しく、ご指摘のとおりと思います。これらは、一度試行させていただき今後協議していただきたいと考えております。また、交通弱者という非常に考えなければならないと、地元の状況を良く知っている民生児童委員の方々の確認が必要となりますので、現状を確認しながら、また、福祉事務所長の福祉サイドの中で、ふれあい相談員により独居老人のお世話をしている訳ですが、それらの確認し、事業展開をしながら棲み分けて連携していきたいと考えております。よろしくお願いします。

ありがとうございました。非常に大切な問題ですので、出来るだけ時間をとって多くの方からご意見を伺えたらと考えます。３０分程度延長してもいいのでは。

あの基本的に無償ということなので、国土交通省の所管の範囲外で意見を述べる積りは全く無いんですが、先ほど質問した内容に対する答えとしては、考え方が整理出来ておりませんが取りあえずやらせてください。やりますということでよろしいですか。要は私が心配しているのは、当然福祉有償運送利用者は除くということとした場合に、福祉有償運送利用者の方から何故対象外なのかという意見が必ず寄せられると思います。その際に考え方を説明する必要があるのではないかと要望があった時、やらせてくださいという説明では、当事者は納得するのかなと思いまして。この場で考え方が整理出来ていないとすれば、開始までにきちんと整理していただきたい。この部分は配慮していただき考え方を整理していただきたい。当然支局の方にも、福祉有償運送の方とか支局で所管しておりますので、苦情というか相談というか寄せられると思われますので、市としては整理していただきたいと思います。
利用者の対象と無料の部分ですが、ここが　焦点となっている。試行的な運行ですが。他に質問がありますか。

朝日自動車の森ですが、今日の話を聞かせていただいた中で、今回のデマンドバスというのは、太田市のコミュニティバスの代替手段であることを感じていたが、今回の話だと目的地までという車両運送ですが、コミュニティバスというのは、公共の施設への運送が普通なのですが、今回の場合は目的地が限りない。これはコミュニティバスを逸脱している形のバスと考えられるものですから。当社は埼玉県でデリバリーデマンドをやっているところをいくつか見ておりますが、あくまでも目的地を決めて太田の駅ならば駅、病院ならば病院で、デマンドならば行き先にそれ以外の事由に個人から個人に行くのもデマンドであるという形になるかと。少しデマンドとは異なって来ると思います。そこら辺はいかがでしょうか。
事務局からお願いします。コミュニティバスの理念からはずれているのではないか。その辺の所をお願いします。

お答えしたいと思います。先ほど説明したとおり、公共交通の理念からは、当市のデマンドは理念から少し離れていると思いますが、市として目的地を３つほどに絞っていくことで、医療機関と買物需要と市外に出かける場合は最寄り駅までの３点です。設定がおかしいのではないかという点につきましては、その中で対象としてやっていきたいと考えております。答弁になりませんが申し訳ありません。

このA事業者には私ども、随分お客を奪われている、会員制でやっているのですか？料金を取ってやっている訳ですよね。副会長さんもご存知でしょうか？市にも登録しているのですか。市民生活部の方がいるかと思いますが、話を聞かせてください。

その内容は、NPO法人のA事業所のことでしょうか。はっきりしたことは、わかりません。その辺のところは、お答え出来ない部分です。福祉部門の所管ですので、申し訳ありません。

随分仕事を奪われている午前中の病院通いなどは1/10位になっている。これは、運輸支局の方はどこまで把握しておりますか？

今、個別のNPO法人の名前が出ましたので、今の段階では、有償で旅客を運ぶというものについては、基本的には道路運送法では、有償で旅客を運ぶものについては、バスやタクシーのライセンスが必要で、ただ地域の関係者の合意した場合に公共交通の担え無いようなもの、例えば路線バスが撤退した、タクシー会社があってもいわゆるSTSという形態において対応出来ない状況があった場合に、関係者の合意を得て有償運送が認めれる制度になっております。今回出された名称の法人については、道路運送法の許可や有償運送の登録を受けていない事業者でして、それについては、別の運営協議会でもご指摘あったことから、支局で調査を進めて内容の把握を進めており、法の求めるところにより対応する予定であります。ですので、その部分については今後、活動がどのように形になるかということは太田市を含めた対応であるとか現実的に、現に利用されている方々が、A事業者の利用会員でありますので、このような方々の足をどのように確保していくか、検討した後に法に定めるところにより対応する予定でおります。少し分かりづらいと思いますが、そのような状況になっているところです。
ありがとうございました。大体時間もなくなりました。
先ほど出た個別の会の名前が出ましたが、結局国土交通省ですか厚生労働省の所管なのですか？そうゆう誤解があるのではないですか？

大体出つくしましたね。本日の提案報告していただいた次回の会議で試行報告をしていただき再検討することにします。

本日は沢山の内容を検討していただきました。ご意見を真摯に受け止めながら事業展開をしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

これで終わりにしたいと思います。市、市民、業者が一体となったみなさん良かったという方向に行きますようよろしくお願いします。

閉会の挨拶を市民生活部副部長の金子よりご挨拶いただきます。

長時間に渡りまして、ご協力していただきましてありがとうございました。以上で終わりに致します。ありがとうございました。


